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連結株主資本等変動計算書

（ 2020年 4 月  1日から
2021年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 4,425 4,313 72,992 △2,663 79,069

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰余金の配当 △2,345 △2,345
親会社株主に帰属する
当期純利益 6,155 6,155

自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の当連結会計
年度変動額(純額)

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 - - 3,810 △0 3,809

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 4,425 4,313 76,802 △2,663 82,878

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産
合 計

そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る 調
整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 17,885 △1,067 92 16,910 95,979

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰余金の配当 △2,345
親会社株主に帰属する
当期純利益 6,155

自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の当連結会計
年度変動額(純額) 13,523 1,110 29 14,664 14,664

当 連 結 会 計 年 度 変 動 額 合 計 13,523 1,110 29 14,664 18,473

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 31,409 43 121 31,574 114,453

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　注　記　表
Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　　　16社
EIZOエムエス㈱
アイレムソフトウェアエンジニアリング㈱
EIZOサポートネットワーク㈱
カリーナシステム㈱
EIZOエージェンシー㈱
EIZOエンジニアリング㈱
EIZO GmbH
EIZO Technologies GmbH
EIZO Rugged Solutions Inc.

卓 像技 （ 州）有限公司
EIZO Inc.
EIZO Nordic AB
EIZO AG
EIZO Limited
EIZO Europe GmbH
EIZO Austria GmbH

２．連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、 卓 像技 （ 州）有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算書類
の作成に当たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
　なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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３．会計方針に関する事項
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
　売買目的有価証券
　　時価法（売却原価は移動平均法により算定）
　その他有価証券
　　時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）

　　時価のないもの
　移動平均法による原価法

ロ．デリバティブ
　時価法

ハ．たな卸資産
　商品、製品及び仕掛品については主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益
性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）、原材料については主として移動平均法による原価
法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備は除く）
並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）、在外連結子会社は主とし
て定額法
　なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　15～50年
機械装置及び運搬具　　　　7～10年
その他（工具器具備品）　　2～6年

ロ．無形固定資産
　自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（主に5年）に基づく定額法
　その他の無形固定資産

　定額法（主な耐用年数は7年）
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(3）重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金
　従業員に支給する賞与に充てるため、支給対象期間に係る当連結会計年度負担見込額を計上してお
ります。

ハ．役員退職慰労引当金
　当社役員への退職慰労金支給に充てるため、内規に基づく連結会計年度末退職慰労金要支給額を計
上しております。
　なお、2004年6月22日開催の当社第37回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止及び
同日までの在任期間に対する退職慰労金を当社の各取締役及び監査役のそれぞれの退任の際に支給す
ることが決議されたことにより、同日以降の役員退職慰労引当金繰入を行っておりません。

ニ．ソフトウェア受注損失引当金
　受注制作ソフトウェアの開発中の案件のうち、当連結会計年度末時点で将来の損失が見込まれ、か
つ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについては、損失見込額を計上しております。

ホ．製品保証引当金
　製品のアフターサービスに対する費用支出に充てるため、過去の実績を基礎として保証期間内のサ
ービス費用発生見込額を計上しております。

ヘ．リサイクル費用引当金
　リサイクル対象製品等の回収及び再資源化の費用支出に充てるため、売上台数を基準として費用発
生見込額を計上しております。

(4）退職給付に係る会計処理の方法
イ．退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、期間定額基準によっております。

ロ．過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法
　過去勤務費用及び数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、過去勤務費用は発生時より、数理計
算上の差異は発生の翌連結会計年度からそれぞれ費用処理しております。
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(5）重要な収益及び費用の計上基準
　受注制作ソフトウェアに係る収益の計上基準

　イ．当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるソフトウェア制作
　進行基準（ソフトウェア制作の進捗率の見積りは原価比例法）

　ロ．それ以外のソフトウェア制作
　完成基準

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しております。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換
算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整
勘定に含めて計上しております。
(7）のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、その個別案件ごとに判断し、10年以内の合理的な年数で定額法により償却
しています。なお、重要性のないのれんは取得時に一括して償却を行っております。
(8）その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

ロ．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
　当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)に
おいて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度
の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税
効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいており
ます。

Ⅱ．重要な会計上の見積りに関する注記
たな卸資産の評価
(1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：百万円）
当連結会計年度

商品及び製品 11,323
仕掛品 5,258
原材料及び貯蔵品 14,664
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(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
たな卸資産の市場需要に基づく将来の販売見込み及び正味売却価額から、たな卸資産が将来に獲得可能な

キャッシュ・フローを見積り、必要な評価減を計上しております。実際の市場における需要又は正味売却価
額が当社の見積りより悪化した場合には、追加の評価減が必要となる可能性があります。

Ⅲ．表示方法の変更
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年3月31日）を当連結会計年
度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載して
おります。

Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記
　有形固定資産の減価償却累計額 22,413百万円
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Ⅴ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1）発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 22,731,160株 -株 -株 22,731,160株

(2）剰余金の配当に関する事項
①配当金支払額等

イ．2020年5月19日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 1,172百万円
・1株当たり配当額 55円
・基準日 2020年  3月31日
・効力発生日 2020年  6月 4日

ロ．2020年10月30日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 1,172百万円
・1株当たり配当額 55円
・基準日 2020年  9月30日
・効力発生日 2020年 11月30日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2021年5月20日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 1,279百万円
・配当原資 利益剰余金
・1株当たり配当額 60円
・基準日 2021年  3月31日
・効力発生日 2021年  6月 4日
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Ⅵ．金融商品に関する注記
(1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、主に設備投資計画に照らして、必要に応じて資金を調達することとしております。
一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資金は自己資金にて賄っております。受取

手形及び売掛金に係る信用リスクについては、与信管理規程に沿って定期的にモニタリングし、回収懸念の
早期把握や軽減を図っております。借入金は全額外貨建てであり、短期借入金は外貨建ての債権に対する為
替リスクのヘッジを目的としております。長期借入金は連結子会社であるEIZO GmbHの新工場建設に係
る資金調達であります。
(2）金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません。((注)参
照)

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

⑴　現金及び預金 9,382 9,382 -
⑵　受取手形及び売掛金 19,412

貸倒引当金 △71
計 19,340 19,340 -

⑶　有価証券及び投資有価証券 66,604 66,604 -
資産計 95,328 95,328 -
⑷　買掛金 6,283 6,283 -
⑸　短期借入金 1,947 1,947 -
⑹　長期借入金※ 1,233 1,233 -
負債計 9,463 9,463 -

※適用金利が変動金利であり、短期間で市場金利を反映し、また、当社グループの信用状態は実行後と大きく
異なっていないことから時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

※1年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）
非上場株式 44
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Ⅶ．1株当たり情報に関する注記
(1）1株当たり純資産額 5,368円29銭
(2）1株当たり当期純利益 288円71銭

Ⅷ．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

Ⅸ．その他の注記
（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大に伴う会計上の見積りについて）
固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りにつきましては、当連結会計年度末時

点で入手可能な情報に基づき実施しております。COVID-19の影響は2022年3月期の一定期間にわたるも
のと仮定し、会計上の見積りを行っております。

－ 9 －



株主資本等変動計算書

（ 2020年 4 月  1日から
2021年 3 月31日まで ）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金

そ の 他
資 本
剰 余 金

利益準備金
その他利益剰余金

別 　 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 4,425 4,313 0 228 53,000 7,590 △2,663 66,895

当 期 変 動 額

別途積立金の積立 1,500 △1,500 -

剰余金の配当 △2,345 △2,345

当期純利益 5,685 5,685

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) -

当 期 変 動 額 合 計 - - - - 1,500 1,840 △0 3,339

当 期 末 残 高 4,425 4,313 0 228 54,500 9,431 △2,663 70,234

評 価 ・ 換 算
差 額 等

純 資 産 合 計
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 17,849 84,744

当 期 変 動 額

別途積立金の積立 -

剰余金の配当 △2,345

当期純利益 5,685

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) 13,505 13,505

当 期 変 動 額 合 計 13,505 16,845

当 期 末 残 高 31,355 101,590

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表
Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1）関係会社株式及び関係会社出資金

　移動平均法による原価法
(2）売買目的有価証券

　時価法（売却原価は移動平均法により算定）
(3）その他有価証券

　時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）

　時価のないもの
　移動平均法による原価法

２．デリバティブの評価基準及び評価方法
　時価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1）商品、製品及び仕掛品

　総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）
(2）原材料

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により
算定）

４．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産

　定率法
　ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得し
た建物附属設備及び構築物は定額法
　なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物 15～50年
機械及び装置 7～10年
工具、器具及び備品 2～6年

(2）無形固定資産
　ソフトウェア

　社内における利用可能期間（主に5年）に基づく定額法
　その他の無形固定資産

　定額法（主な耐用年数は7年）
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５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。

６．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充てるため、支給対象期間に係る当事業年度負担見込額を計上しております。
(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており
ます。

　イ．退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、期間定額基準によっております。

　ロ．過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法
　過去勤務費用及び数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、過去勤務費用は発生時より、数理計算上
の差異は発生の翌事業年度からそれぞれ費用処理しております。

(4）役員退職慰労引当金
　役員への退職慰労金支給に充てるため、内規に基づく期末退職慰労金要支給額を計上しております。
　なお、2004年6月22日開催の第37回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止及び同日ま
での在任期間に対応する退職慰労金を各取締役及び監査役のそれぞれの退任の際に支給することが決議
されたことにより、同日以降の役員退職慰労引当金の繰入を行っておりません。
(5）製品保証引当金

　製品のアフターサービスに対する費用支出に充てるため、過去の実績を基礎として保証期間内のサー
ビス費用発生見込額を計上しております。
(6）リサイクル費用引当金

　リサイクル対象製品等の回収及び再資源化の費用支出に充てるため、売上台数を基準として費用発生
見込額を計上しております。

７．のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却については、その個別案件ごとに判断し、10年以内の合理的な年数で定額法により償却
しています。なお、重要性のないのれんは取得時に一括して償却を行っております。
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８．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2）連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

　当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通
算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務
対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延
税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(3）退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処
理の方法と異なっております。

Ⅱ．重要な会計上の見積りに関する注記
たな卸資産の評価
(1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：百万円）
当事業年度

商品及び製品 3,520
仕掛品 1,500
原材料及び貯蔵品 11,592

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
たな卸資産の市場需要に基づく将来の販売見込み及び正味売却価額から、たな卸資産が将来に獲得可能

なキャッシュ・フローを見積り、必要な評価減を計上しております。実際の市場における需要又は正味売
却価額が当社の見積りより悪化した場合には、追加の評価減が必要となる可能性があります。

Ⅲ．表示方法の変更
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度の年
度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
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Ⅳ．貸借対照表に関する注記
１．関係会社に対する金銭債権債務

　短期金銭債権 9,329百万円
　長期金銭債権 3,353百万円
　短期金銭債務 4,410百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 15,440百万円

Ⅴ．損益計算書に関する注記
　　関係会社との取引高
　　営業取引による取引高

　売上高 21,579百万円
　仕入高 388百万円
　外注加工費等 4,117百万円
営業取引以外の取引高 321百万円

Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 1,410,769株 166株 -株 1,410,935株

（注）普通株式の株式数の増加166株は、単元未満株式の買取請求によるものであります。
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Ⅶ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産 百万円
売上値引 202
たな卸資産評価損 243
未払事業税 97
賞与引当金 329
製品保証引当金 316
関係会社出資金評価損 1,805
関係会社株式評価損 525
投資有価証券評価損 145
減価償却超過額 22
退職給付引当金 562
リサイクル費用引当金 203
その他 361

繰延税金資産小計 4,815
評価性引当額 △2,519

繰延税金資産合計 2,296
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △13,516
その他 △4

繰延税金負債合計 △13,521
繰延税金負債の純額 △11,224

－ 15 －



Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記

種 類 会 社 等 の 名 称
議決権の
所有割合
(%)

関 係 内 容
取 引 の 内 容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)役 員 の

兼 任 等 事 業 上 の 関 係

子会社 EIZOエムエス㈱ 100 兼任
1名

当社製品の完成品組立、電
子回路基板等の製造 資金の貸付（注1） 1,660 貸付金 2,105

子会社 アイレムソフトウェア
エンジニアリング㈱ 100 兼任

1名
アミューズメントソフトウ
ェアの開発、販売 開発費の支払（注2） 2,675 未払金 653

子会社 カリーナシステム㈱ 100 兼任
なし

映像ネットワークに関する
ハードウェア、ソフトウェ
アの開発、販売

資金の貸付（注1） 2,670 貸付金 1,390

子会社 EIZO GmbH 100 兼任
なし

ヘルスケア市場向け映像機
器等を当社にて日本で販売
当社製品の販売

資金の貸付（注1） 13,404 貸付金 3,402

子会社 EIZO Technologies 
GmbH 100 兼任

なし
V&S市場向け映像機器を当
社にて日本で販売 資金の貸付（注1） 1,355 貸付金 649

子会社 EIZO Inc. 100 兼任
1名 当社製品を北米地域で販売 資金の預り（注3） － 未払金 1,605

子会社 EIZO Europe GmbH 100 兼任
1名 当社製品を欧州地域で販売 映像機器の販売（注4） 13,914 売掛金 2,628

（注）１．資金の貸付につきましては、市場金利等を勘案して貸付条件を決定しており、返済期間は主に3
か月から10年、期日一括返済としております。なお、担保は受け入れておりません。

２．アイレムソフトウェアエンジニアリング㈱に対する開発費の支払に関する取引価格につきまして
は、同社の総原価と当社の販売価格を勘案し、決定しております。

３．資金の預りにつきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
４．当社製品の販売につきましては、現地での市場価格を勘案して販売価格を決定しております。

Ⅸ．1株当たり情報に関する注記
(1）1株当たり純資産額 4,764円97銭
(2）1株当たり当期純利益 266円68銭

Ⅹ．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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Ⅺ．その他の注記
（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大に伴う会計上の見積りについて）
COVID-19の拡大に伴う会計上の見積りについての注記は、連結注記表 Ⅸ．その他の注記 （追加情報）

に記載した内容と同一であります。
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